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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞培養容器を収容するインキュベータと、
内部を無菌状態に維持でき、前記インキュベータから送られた細胞培養容器を処理するた
めのアイソレータと、
前記細胞培養容器にて培養された細胞を小分けして投入するために必要となる、製品容器
を含む複数種の容器等の物品及び試薬を前記アイソレータに搬入可能なパスボックスと、
を備え、
　前記アイソレータは、
前記インキュベータから取り出した細胞培養容器内の細胞の増殖度合いを確認すべく該細
胞培養容器を観察位置まで移動させるための、複数台の第１ロボットアームを備える観察
部と、
前記観察部に連設され、該観察部で観察された細胞培養容器のうちの所定数の細胞を有す
る細胞培養容器内の細胞を、前記パスボックスから搬入された多数の製品容器に移し替え
るための各種処理を行う、複数台の第２ロボットアームを備える処理部と、
前記移し替えた多数の製品容器を取り出すための取出口と、
を備えており、
　前記複数台の第１ロボットアームの各々の回動範囲は前記インキュベータに面し、
　前記複数台の第２ロボットアームの各々の回動範囲は前記パスボックス及び前記取出口
に面し、
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　隣り合う前記第１ロボットアーム同士の回動範囲、隣り合う前記第１ロボットアームと
前記第２ロボットアームの回動範囲、隣り合う前記第２ロボットアーム同士の回動範囲、
の各々は物品の受け渡しが直接可能なように重なっていることを特徴とする培養細胞製品
の製造装置。
【請求項２】
　前記処理部は、
前記第２ロボットアームにより、前記第１ロボットアームから受け取った細胞培養容器に
収容されている細胞含有液体を遠沈管に移し替える第１移し替え処理手段と、
前記第２ロボットアームにより、前記遠沈管を遠心分離機にかけて細胞と液体とを分離さ
せる分離処理手段と、
前記第２ロボットアームにより、前記分離処理手段で分離された液体の少なくとも一部を
遠沈管から取り除いてから、遠沈管に保存液を投入し、この状態で遠沈管内の所定数の細
胞を前記多数の製品容器に移し替える第２移し替え手段と、
を備えていることを特徴とする請求項１に記載の培養細胞製品の製造装置。
【請求項３】
　前記処理部は、前記第２ロボットアームが前記インキュベータから取り出した細胞培養
容器内の培地を交換する培地交換処理手段を備え、
該培地交換処理手段は、前記第２ロボットアームが前記第１ロボットアームから受け取っ
た前記細胞培養容器が備える蓋を開放して該細胞培養容器内の培地を廃棄し、新たな培地
を該細胞培養容器内に供給してから、該細胞培養容器に蓋をして前記第１ロボットアーム
に戻すように構成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の培養細胞製品の製
造装置。
【請求項４】
　前記アイソレータは、前記多数の製品容器を搬出するための取出口を、物品及び試薬を
搬入するための前記パスボックスとは別個に備えることを特徴とする請求項１～３のいず
れか１項に記載の培養細胞製品の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本願は、日本国特願２０１５－０５４６５４号に基づく優先権を主張し、引用によって
本願明細書の記載に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、培養された培養細胞を多数の容器に小分けした培養細胞製品を大量生産する
ための培養細胞製品の製造装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　近年、人体の様々な部位の組織、細胞、受精卵等を用いて細胞培養を行い、再生医療に
使用することが実用化されている。この細胞培養は、培養中に細胞等が細菌等に汚染され
ないようにすることが重要である。そのため、内部が無菌状態に維持できる構成の筐体内
で、ロボットを用いて細胞の培養が行えるようにした自動培養装置が既に提案されている
（例えば、特許文献１）。
【０００４】
　上記自動培養装置は、筐体内に、細胞を培養する培養容器を格納するためのインキュベ
ータ、薬品を保存するための冷蔵保管庫、遠心分離機、培養に必要となる薬液容器や培養
容器等の各種容器の他、それらを取り扱う１台の操作ロボットを配置して構成されている
。
【０００５】
　ところで現在、再生医療が脚光を浴びてきていることにより、再生医療等に用いること
ができる細胞を大量に培養し、培養細胞製品を大量生産することが望まれている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】日本国特開２００９－２９１１０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１の構成では、操作ロボットが細胞を単に培養するだけの処理しか行って
いない。そのため、培養された細胞の取り出しを人手作業で行わなければならない。よっ
て、大量生産ができず、再生医療の普及が進まないという不都合があった。
【０００８】
　そこで、本発明は、かかる事情に鑑みてなされたもので、細胞を大量に培養し、大量に
培養した細胞を小分けして大量の培養細胞製品の生産が行える培養細胞製品の製造装置を
提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る培養細胞製品の製造装置は、細胞培養容器を収容するインキュベータと、
内部を無菌状態に維持でき、前記インキュベータから送られた細胞培養容器を処理するた
めのアイソレータと、前記細胞培養容器にて培養された細胞を小分けして投入するために
必要となる、製品容器を含む複数種の容器等の物品及び試薬を前記アイソレータに搬入可
能なパスボックスと、を備え、前記アイソレータは、前記インキュベータから取り出した
細胞培養容器内の細胞の増殖度合いを確認すべく該細胞培養容器を観察位置まで移動させ
るための、１台又は複数台の第１ロボットアームを備える観察部と、前記観察部に連設さ
れ、該観察部で観察された細胞培養容器のうちの所定数の細胞を有する細胞培養容器内の
細胞を、前記パスボックスから搬入された多数の製品容器に移し替えるための各種処理を
行う、１台又は複数台の第２ロボットアームを備える処理部と、前記移し替えた多数の製
品容器を取り出すための取出口と、を備えていることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る培養細胞製品の製造装置においては、前記処理部が、前記第２ロボ
ットアームにより、前記第１ロボットアームから受け取った細胞培養容器に収容されてい
る細胞含有液体を遠沈管に移し替える第１移し替え処理手段と、前記第２ロボットアーム
により、前記遠沈管を遠心分離機にかけて細胞と液体とを分離させる分離処理手段と、前
記第２ロボットアームにより、前記分離手段で分離された液体の少なくとも一部を遠沈管
から取り除いてから、遠沈管に保存液を投入し、この状態で遠沈管内の所定数の細胞を前
記多数の製品容器に移し替える第２移し替え手段と、を備えていてもよい。
【００１１】
　また、本発明に係る培養細胞製品の製造装置においては、前記処理部が、前記第２ロボ
ットアームが前記インキュベータから取り出した細胞培養容器内の培地を交換する培地交
換処理手段を備え、該培地交換処理手段は、前記第２ロボットアームが前記第１ロボット
アームから受け取った前記細胞培養容器が備える蓋を開放して該細胞培養容器内の培地を
廃棄し、新たな培地を該細胞培養容器内に供給してから、該細胞培養容器に蓋をして前記
第１ロボットアームに戻すように構成されていてもよい。
【００１２】
　また、本発明に係る培養細胞製品の製造装置においては、前記第２ロボットアームは、
前記複数種の容器が備える回転式の蓋を開閉するためのプログラムが記憶されていてもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の培養細胞製品の製造装置の正面図である。
【図２】図２は、同製造装置の平面図である。
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【図３】図３は、同製造装置を取出口側から見た図である。
【図４】図４は、ロボットアームで容器の蓋を開ける直前の状態を示す説明図である。
【図５】図５は、凍結状態の細胞を起眠させて播種する処理を示すフローチャートである
。
【図６Ａ】図６Ａは、凍結状態の細胞を起眠させて播種する処理を示すフローチャートで
ある。
【図６Ｂ】図６Ｂは、凍結状態の細胞を起眠させて播種する処理を示すフローチャートで
ある。
【図７】図７は、凍結状態の細胞を起眠させて播種する処理を示すフローチャートである
。
【図８】図８は、培養した細胞を回収して継代処理を行うフローチャートである。
【図９】図９は、培養した細胞を回収して継代処理を行うフローチャートである。
【図１０】図１０は、培養した細胞を回収して継代処理を行うフローチャートである。
【図１１】図１１は、培養した細胞を回収して継代処理を行うフローチャートである。
【図１２】図１２は、継代処理後の培養した細胞を回収して小分けして製品化していく処
理を示すフローチャートである。
【図１３】図１３は、継代処理後の培養した細胞を回収して小分けして製品化していく処
理を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、継代処理後の培養した細胞を回収して小分けして製品化していく処
理を示すフローチャートである。
【図１５】図１５は、継代処理後の培養した細胞を回収して小分けして製品化していく処
理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態に係る培養細胞製品の製造装置（以下、製造装置という）、
及び、この製造装置により実施される培養細胞製品の製造方法について説明する。尚、以
下の説明における前後左右の説明は、左右に関しては図１及び図２に示された状態に対応
しており、前後に関しては、図２における下方が「前方」に対応し、同上方が「後方」に
対応する（方向は図２にも記載している）。
【００１５】
　図１～図３に、本実施形態の製造装置が示されている。この製造装置は、細胞培養容器
（以下において培養容器という）１を収容する複数台のインキュベータ２と、内部を無菌
状態に維持でき、インキュベータ２から送られた培養容器１を処理するための横長状のア
イソレータ３と、培養容器１にて培養された細胞を小分けして投入するために必要となる
物品及び試薬をアイソレータ３に搬入可能な複数（図２では２台）のパスボックス４を備
えている。培養容器１としては、例えば多層に細胞を培養することができるハイパーフラ
スコ（日本国所在のコーニングインターナショナル（株）製）を用いることができる。各
部は図１に概略的に示す制御装置Ｘによって制御される。制御装置Ｘは製造装置に一体に
備えられていてもよいし、製造装置とは別体でケーブルや無線によって接続されたもの（
例えばパーソナルコンピュータ）であってもよい。また、制御装置Ｘが製造装置に一体に
備えられ、オペレータが操作する制御装置Ｘの操作部（例えばタブレット端末）だけを製
造装置と別体にしてもよい。
【００１６】
　インキュベータ２は、図１に示すように上下２段に積み重ねた状態で設けられ、図２に
示すようにアイソレータ３の左端１箇所とアイソレータ３の後側の左端部２箇所の合計３
箇所に設けられ、全部で６台備えている。上段及び下段のインキュベータ２，２は、同一
構成であり、各インキュベータ２は、ケーシング２Ａ内に多数の培養容器１を収容可能な
ラック（図示せず）を備えている。ケーシング２Ａは、一側面から培養容器１を出し入れ
することができるように一側面が開放された箱型形状である。そのケーシング２Ａの一側
面の開口を閉じる２枚の扉２Ｂ，２Ｃが開閉自在にケーシング２Ａに取り付けられている
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。例えば、内側の扉２Ｃを、透明な材料で構成することによって、外側の扉２Ｂを開放す
るだけで、収容されている培養容器１の収容数や細胞の培養状態を内側の扉２Ｃで開口を
閉じた状態で確認することができる。また、インキュベータ２の内部には、培養雰囲気を
調整するための二酸化炭素ガスが供給されるように構成されている。また、インキュベー
タ２内のラックに収容されている培養容器１は、図示していない送出し機構により、アイ
ソレータ３内に設けている複数の載置台５上へ送り出されるように構成されている。載置
台５は、インキュベータ２に対応して同数の６個配置されている。
【００１７】
　前記のように、アイソレータ３は横長状（本実施形態では平面視長方形状）であって、
アイソレータ３の短手側の側面（本実施形態では左側面）に１組（上下２台）のインキュ
ベータ２が位置し、長手側の側面（本実施形態では後側面）に複数組（本実施形態では２
組（４台））のインキュベータ２が位置する。この構成により、培養細胞数を減らすこと
なく製造装置を小型化できる。
【００１８】
　アイソレータ３は、インキュベータ２から取り出した培養容器１の増殖度合いを確認す
べく培養容器１を観察位置まで移動させるための、２台の第１ロボットアーム６，７を備
える観察部８と、観察部８に連設され、観察部８で観察された培養容器１のうちの所定数
の細胞を有する培養容器１内の細胞を、パスボックス４，４から搬入された多数の製品容
器９（例えばバイアル瓶、図１の拡大図参照）に移し替えるための各種処理を行う、３台
の第２ロボットアーム１０，１１，１２を備える処理部１３と、移し替えた多数の製品容
器９を取り出すための取出口１４とを備えている。アイソレータ３の前後壁には、アイソ
レータ３内にオペレータが手を入れて作業をすることができる多数の作業用グローブ（図
示せず）が取り付けられる。図２に示すように、５台のロボットアーム６，７，１０，１
１，１２は、アイソレータ３の長手方向に沿い、左右方向に延びる一直線上に配置されて
いる。
【００１９】
　左右方向基準で左側の第１ロボットアーム６は、アイソレータ３の短手側の側面（本実
施形態では左側面）に位置する１組のインキュベータ２と、長手側の側面（本実施形態で
は後側面）に位置するうちで左側１組のインキュベータ２とに対応しており、これらイン
キュベータ２に収容される培養容器１を取り扱うことができる（各ロボットアームの届く
範囲（平面視）を図２に二点鎖線の円で示している）。また、右側の第１ロボットアーム
７は、アイソレータ３の長手側の側面に位置するうちで右側１組のインキュベータ２に対
応しており、このインキュベータ２に収容される培養容器１を取り扱うことができる。
【００２０】
　また、左右方向基準で左側の第２ロボットアーム１０及び中側の第２ロボットアーム１
１は、アイソレータ３の長手側の側面（本実施形態では後側面）に位置するうちで左側の
パスボックス４に対応しており、このパスボックス４に収容される（または収容されてい
た）物品及び試薬を取り扱うことができる。
【００２１】
　また、右側の第２ロボットアーム１２は、アイソレータ３の長手側の側面（本実施形態
では後側面）に位置するうちで右側のパスボックス４と、製品容器９の搬出用のボックス
２２とに対応しており、このパスボックス４に収容される（または収容されていた）物品
及び試薬、ボックス２２に収容される製品容器９を取り扱うことができる。
【００２２】
　更に、図２に示した二点鎖線の円が重なり合っていることで示されるように、５台のロ
ボットアーム６，７，１０，１１，１２は、相互に物品の受け渡しが可能な位置関係に配
置されている。
【００２３】
　このように、アイソレータ３内に各ロボットアーム６，７，１０，１１，１２が位置す
ることにより、各ロボットアーム６，７，１０，１１，１２はインキュベータ２、アイソ
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レータ３、パスボックス４、ボックス２２の各々に対して、目的に適した動作が可能であ
る。このため、作業効率を向上でき、培養細胞製品を大量生産することに資することがで
きる。
【００２４】
　本実施形態における第１ロボットアーム６，７及び第２ロボットアーム１０，１１，１
２は、同一構成であるため、左端に位置する第１ロボットアーム６についてのみ説明する
。第１ロボットアーム６は、多関節型のロボットアームからなり、アイソレータ３のベー
ス部材１５に固定される固定部６Ａと、固定部６Ａの先端部に縦軸回りで回動自在なベー
ス部６Ｂと、このベース部６Ｂの先端部に横軸回りで揺動自在な第１アーム６Ｃと、第１
アーム６Ｃの先端部に横軸回りで揺動自在な第２アーム６Ｄと、第２アーム６Ｄの先端部
に横軸回りで揺動自在な第３アーム６Ｅと、第３アーム６Ｅの先端に対向して取り付けら
れた一対の把持部６Ｆ，６Ｆとを備えている。一対の把持部６Ｆ，６Ｆは、接近及び離間
可能に構成されている。このように構成された多関節型の第１ロボットアーム６，７は、
インキュベータ２から送り出された培養容器１を一対の把持部６Ｆ，６Ｆで掴んで（図１
参照）観察位置にある顕微鏡１６まで移動させる。第２ロボットアーム１０，１１，１２
は、前記培養容器１の他、図１に示す遠沈管１７、調合タンク１８等を掴んで各種処理を
行うことができるようになっている。
【００２５】
　観察位置にある顕微鏡１６は、２台の第１ロボットアーム６，７の間に配置されている
。このように顕微鏡１６を配置することによって、左側の第１ロボットアーム６で培養容
器１を顕微鏡１６まで移動させて細胞を観察し、観察した結果、所定数の細胞を有すると
判断された培養容器１を右側の第1ロボットアーム７で掴んで処理部１３側へ迅速に移動
させることができる。要するに、左側の第１ロボットアーム６は、主として顕微鏡１６ま
で培養容器１を移動させる作業を行い、右側の第１ロボットアーム７は、所定数の細胞を
有すると判断された培養容器１を処理部１３側へ移動させる作業を行うことによって、作
業の迅速化を図ることができる。所定数の細胞を有しているとの判断は、製造装置のオペ
レータ（人）が目視にて細胞数を数えることによって判断してもよいし、アイソレータ３
に設けられたカメラで撮像した画像を解析して自動的に細胞数を算出し、その算出した細
胞数によって制御装置Ｘが自動的に判断してもよい。尚、右側の第１ロボットアーム７に
対向位置するインキュベータ２から送り出される培養容器１は、右側の第１ロボットアー
ム７で掴んで顕微鏡１６まで移動させることになる。また、処理部１３にも細胞を観察す
るための顕微鏡２５が設置されている。この顕微鏡２５で観察する血球計算盤等の対象物
は、右端の第２ロボットアーム１２が掴んで移動させることになる。
【００２６】
　また、観察後の培養容器１は、右側の第１ロボットアーム７から処理部１３の左端に配
置された第２ロボットアーム１０に直接渡すことにより搬送されるだけではない。観察後
の培養容器１は、例えば第２ロボットアーム１０が処理作業中である場合に、搬送装置１
９によって処理部１３の左端の第２ロボットアーム１０又は処理部１３の左右中央に配置
された第２ロボットアーム１１が把持できる位置まで搬送される。この搬送装置１９は、
アイソレータ３の前側壁に沿って設けられ、アイソレータ３の観察部８の右端部から処理
部１３の左右中央部まで搬送することができる搬送長さに設定されている。従って、右側
の第１ロボットアーム７が観察後の培養容器１を搬送装置１９の搬送始端部に渡すと、搬
送装置１９は、２台の第２ロボットアーム１０又は１１が把持できる位置まで培養容器１
を搬送する。
【００２７】
　この搬送装置１９は、観察部８に位置する少なくとも１台のロボットアーム（本実施形
態では第１ロボットアーム７）と処理部１３に位置する複数のロボットアーム（本実施形
態では２台の第２ロボットアーム１０，１１）とに対応して設けられる。第１ロボットア
ーム７は第２ロボットアーム１０に対して直接物品の受け渡しが可能である。そして搬送
装置１９は、直接物品の受け渡しができない第１ロボットアーム７と第３ロボットアーム
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１１とに対して物品の受け渡しを可能とする。このため、第２ロボットアーム１０が作動
中で、第１ロボットアーム７から第２ロボットアーム１０を介して第３ロボットアーム１
１に物品の受け渡しが不可能な場合でも、第１ロボットアーム７から搬送装置１９を介し
て第３ロボットアーム１１に物品の受け渡しが可能である。このことから、アイソレータ
３内で並行して（複数ルートで）物品を搬送できる。よって、アイソレータ３内での作業
効率を向上できるので生産性を向上できる。
【００２８】
　処理部１３には、３台の第２ロボットアーム１０，１１，１２が同一間隔で配置され、
その間隔は、２台の第１ロボットアーム６，７同士の間隔よりも小さい間隔に設定して、
第２ロボットアーム１０，１１又は１１，１２同士で行う各種の処理スピードが速くなる
ようにしている。図４に示すように、各第２ロボットアーム１０，１１，１２の近傍位置
でかつ各第２ロボットアーム１０，１１，１２よりも下方位置に、移動不能な固定型の補
助アーム２０を設置している。補助アーム２０は、固定部材２１に固定された固定部２０
Ａと、固定部２０Ａに接近及び離間可能に取り付けられた一対の把持部２０Ｂ，２０Ｂ（
図４では手前しか図示していない）とを備えている。図４では、例えば、調合タンク１８
の上端部を第２ロボットアーム１０，１１，１２で掴んでから、補助アーム２０の一対の
把持部２０Ｂ，２０Ｂで掴める位置まで移動して補助アーム２０の一対の把持部２０Ｂ，
２０Ｂで調合タンク１８の下端部を掴むことになる。このようにすれば、一台の第２ロボ
ットアーム１０，１１，１２で、調合タンク１８の蓋１８Ａを開けたり閉じたりすること
ができる。また、第２ロボットアーム１０，１１，１２には、複数種の容器に備える回転
式の蓋を開閉するためのプログラムが記憶されており、第２ロボットアーム１０，１１，
１２で複数種の容器に備える回転式の蓋を開閉することができる。このため、製造装置で
用いる容器を同一種類の容器に統一しなくても済み、培養細胞製品の製造装置を容易に実
現することができる。尚、第１ロボットアーム６，７においても前記プログラムを記憶し
ておいてもよい。
【００２９】
　また、処理部１３の後側壁には、２つのパスボックス４，４が連設されている。一方（
左側）のパスボックス４は、左端に位置する第２ロボットアーム１０と中央に位置する第
２ロボットアーム１１との間から製品容器９、培養容器１、遠沈管１７を含む複数種の容
器や薬剤が入った容器である調合タンク１８等の物品が搬入されるように配置されている
。他方（右側）のパスボックス４は、右端に位置する第２ロボットアーム１２へ前記物品
が搬入されるように配置されている。
【００３０】
　前記のようにアイソレータ３は横長状であって、アイソレータ３の長手側の側面（本実
施形態では後側面）に複数（本実施形態では２つ）のパスボックス４が位置する。この構
成により、アイソレータ３に搬入すべき物品量を制限することなく製造装置を小型化でき
る。
【００３１】
　取出口１４の開口は、右端に位置する第２ロボットアーム１２が容易に入り込むことが
できる程度の大きさに構成され、取出口１４には、開閉自在な電動シャッター（図示せず
）が設けられるとともに、取出口１４からアイソレータ３の外部へ移動された製品容器９
を一旦置いておくための空間を形成するためのボックス２２が連設されている。
【００３２】
　観察部８及び処理部１３のそれぞれには、不要となった培地、洗浄液等を回収するため
のステンレス製の回収容器２３を備えている。回収容器２３は、上端に上端側ほど拡径さ
れた回収筒２３Ａを備えている。この回収容器２３は、観察部８及び処理部１３に設けら
れたガイド機構２４によって、回収筒２３Ａの開口が観察部８及び処理部１３に形成した
排出口の真下に位置するセット位置と、回収筒２３Ａの開口が排出口から外れて回収容器
２３を移動できる退避位置とに位置変更可能に構成されている。
【００３３】
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　処理部１３は、第２ロボットアーム１０により、前記第１ロボットアーム７から受け取
った培養容器１に収容されている細胞含有液体を遠沈管１７に移し替える第１移し替え処
理手段と、第２ロボットアーム１０により、遠沈管１７を遠心分離機２６にかけて細胞と
液体とを分離させる分離処理手段と、第２ロボットアーム１０により、分離処理手段で分
離された液体の少なくとも一部を遠沈管１７から取り除いてから遠沈管１７に保存液（凍
結保存液）を投入した状態で遠沈管１７内の所定数の細胞を多数の製品容器９に移し替え
る第２移し替え手段とを備えている。尚、本実施形態の説明における「細胞含有液体」は
、単に「細胞を含有する液体」を意味しており、特定の状態の液体に限定されない。
【００３４】
　また、処理部１３は、第１ロボットアーム７がインキュベータ２から取り出した培養容
器１内の培地を交換する培地交換処理手段を備え、培地交換処理手段は、第２ロボットア
ーム１０が第１ロボットアーム７から受け取った培養容器１が備える蓋を開放して培養容
器１内の培地を廃棄し、新たな培地を細胞培養容器１内に供給してから、蓋をして第１ロ
ボットアーム７に戻すように構成されている。
【００３５】
　前記のような構成を備えている処理部１３は、凍結している細胞を起眠して播種するた
めの第１処理、細胞を回収して多数の培養容器に播種する第２処理（継代処理）、継代処
理されて培養された培養容器の細胞を回収し回収した細胞を小分けして製品容器９に移し
替えて取出口１４から搬出する第３処理を行えるようになっている。それらの処理をフロ
ーチャートに基づいて説明する。尚、以下に説明する処理内容はあくまでも一例であって
、この例のみに限定されない。よって、個々の処理順序の入れ替え、処理内容の一部の省
略または置換、処理内容の付加が可能である。
【００３６】
　第１処理を、図５～図７のフローチャートに基づいて説明する。このフローチャートに
おいて確認、判断、記憶は、オペレータ又は制御装置Ｘが行い、その他の操作は、第２ロ
ボットアーム１０，１１，１２が行う。特記のない処理は、第２ロボットアーム１０，１
１，１２によって行うものとする。
【００３７】
　まず、遠沈管１７を取って所定量の培地を遠沈管１７に入れる（Ｓ１）。次に、完全に
解凍する前に複数のクライオチューブ（生物試料等の保存用チューブ）内の所定量の懸濁
液をそれぞれ混ぜて（撹拌して）（Ｓ２）から、全てのクライオチューブ内の所定量の懸
濁液を遠沈管１７に入れる（Ｓ３）。各クライオチューブ内に残っている細胞を取るため
に各クライオチューブに所定量の培地を入れて混ぜた（撹拌した）のち遠沈管１７に入れ
る（洗浄、Ｓ４）。前記洗浄を所定回行って次の工程に移る（Ｓ５）。オペレータは、遠
沈管１７内の細胞懸濁液量をカメラで撮像して確認する。オペレータは、その液量を制御
装置Ｘに記憶させる（Ｓ６）。液量の記憶後に遠沈管１７内の液を混ぜる（撹拌する）（
Ｓ７）。続いて、マイクロプレートに遠沈管１７内の所定量の液を移し（Ｓ８）てから、
マイクロプレートに所定量の染色細胞液を添加して混ぜる（撹拌する）（Ｓ９）。マイク
ロプレート内の所定量の液を血球計算盤に入れる（Ｓ１０）。オペレータは、カメラで撮
像して生（存）細胞数と死細胞数をカウントし（Ｓ１１）、生（存）細胞数が所定数以上
であるかを確認し（Ｓ１２）、所定数未満であれば、その結果を制御装置Ｘへ入力し、細
胞処理へ移行する（Ｓ１３）。生（存）細胞数が所定数以上である場合、又は細胞処理を
行ってからは、測定が所定回行われたかどうかを制御装置Ｘが、確認する（Ｓ１４）。測
定が所定回行われたことを確認すると、制御装置Ｘは、生細胞数、死細胞数、式に従い生
細胞濃度と死細胞濃度、播種必要細胞数、必要細胞懸濁液量を算出し記憶する（Ｓ１５）
。続いて、遠沈管１７内の液を混ぜる（撹拌する）（Ｓ１６）。オペレータは、濃度が所
定濃度以上になっているかどうかを確認し（Ｓ１７）、次の工程に移る。濃度が所定濃度
以上になっていない場合には、濃度処理を行って（Ｓ１８）から、次の工程に移る。
【００３８】
　細胞処理は、図６Ａに示すように、遠沈管１７に所定量の培地を添加し（Ｓ１９）てか
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ら、遠心分離機２６へ遠沈管１７を投入して遠心分離を行う（Ｓ２０）。遠心分離後に遠
沈管１７の上清を所定量除去した（Ｓ２１）後、遠沈管１７に所定量の培地を添加する（
Ｓ２２）。オペレータは、遠沈管１７の残液量をカメラで撮像して測定し、その液量を制
御装置Ｘに記憶させるとともに第２ロボットアームは液を混ぜる（撹拌する）（Ｓ２３）
。マイクロプレートに遠沈管１７内の所定量の液を移し（Ｓ２４）てから、マイクロプレ
ートに所定量の染色細胞液を添加して混ぜる（撹拌する）（Ｓ２５）。次に、マイクロプ
レート内の所定量の液を血球計算盤に入れた（Ｓ２６）後、オペレータは、カメラで撮像
して生（存）細胞数と死細胞数をカウントした（カウント回数を１回目とする、Ｓ２７）
後、ステップＳ１４へ移行する。
【００３９】
　濃度処理は、図６Ｂに示すように、遠心分離機２６へ遠沈管１７を投入して再遠心分離
を行って（Ｓ２８）から、遠沈管１７に所定量の培地を添加し（Ｓ２９）、遠心分離機２
６へ遠沈管１７を投入して遠心分離を行う（Ｓ３０）。遠心分離を行った後、遠沈管１７
の上清を所定量除去し（Ｓ３１）、ステップＳ３２へ移行する。
【００４０】
　遠沈管１７内の濃度が所定濃度以上になっている場合又は濃度処理が終了した後は、図
７に示すように、遠沈管１７内が播種用細胞懸濁液量となるように培地を添加して混ぜる
（撹拌する）（Ｓ３２）。次に、所定量の培地を懸濁容器に入れ（Ｓ３３）てから、遠沈
管１７内の所定量の播種用細胞懸濁液（細胞含有液体）を懸濁容器に入れて混ぜる（撹拌
する）（Ｓ３４）。続いて、所定数の培養容器１に懸濁容器の播種用細胞懸濁液を入れて
（Ｓ３５）から、培養容器１内が所定量の培地になるように培養容器１に培地を入れる（
Ｓ３６）。この後、オペレータは、顕微鏡２５で培養容器１内に細胞が播種されているこ
とを確認し、細胞が播種されていると確認すると、製造装置に設けられているＯＫボタン
を押す。ＯＫボタンを押すと、第２ロボットアーム１０，１１，１２及び第１ロボットア
ーム６，７により培養容器１をインキュベータ２に入れて培養を開始し（Ｓ３７）、処理
が終了する。
【００４１】
　次に、第２処理（継代処理）を図８～図１１のフローチャートに基づいて説明する。こ
の場合も、フローチャートにおいて確認、判断、記憶は、オペレータ又は制御装置Ｘが行
い、その他の操作は、第２ロボットアーム１０，１１，１２が行う。特記のない処理は、
第２ロボットアーム１０，１１，１２によって行うものとする。
【００４２】
　まず、第１ロボットアーム６，７を介して培養容器１をインキュベータ２から取り出し
（Ｓ５０）、細胞が所定量増殖しているかどうかを確認し（Ｓ５１）、増殖していない場
合には、第１ロボットアーム６，７を介してインキュベータ２に培養容器１を戻す（Ｓ５
２）。増殖している場合には、次に、培養容器１内の培地を回収し（Ｓ５３）てから、洗
浄液（例えばリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ））を培養容器１内に注入する（Ｓ５４）。
続いて、培養容器１内の洗浄液を除去する（Ｓ５５）。この後、培養容器１内に細胞剥離
液（例えばトリプシン等の酵素が含まれた液）を注入する（Ｓ５６）。そして、第１ロボ
ットアーム６，７を介して培養容器１をインキュベータ２内に所定時間戻し（Ｓ５７）て
から、第１ロボットアーム６，７を介して培養容器１をインキュベータ２内から取り出し
、オペレータは、細胞の剥離状態をカメラで確認する（Ｓ５８）。オペレータは、培養容
器１において細胞が剥がれていると判断する（Ｓ５９）と、製造装置に設けられているＯ
Ｋボタンを押す。ＯＫボタンを押すと、培養容器１内の細胞含有剥離液を遠沈管１７に入
れ（Ｓ６０）てから、培養容器１内に所定量の培地を添加する（Ｓ６１）。添加後、培養
容器１内の洗浄液を遠沈管１７に入れる（Ｓ６２）。ステップＳ６１～ステップＳ６２の
洗浄を所定回行ってから次のステップへ移行する（Ｓ６３）。次に、遠沈管１７内の液を
混ぜて（撹拌して）（Ｓ６４）から、マイクロプレートに遠沈管１７内の所定量の液を移
す（Ｓ６５）。続いて、マイクロプレートに所定量の染色細胞液を入れて混ぜて（撹拌し
て）（Ｓ６６）から、マイクロプレート内の所定量の液を血球計算盤に入れる（Ｓ６７）
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。この後、オペレータは、カメラで撮像して生（存）細胞数と死細胞数をカウントする（
Ｓ６８）。ステップＳ６４～ステップＳ６８までの測定を２回以上行い（Ｓ６９）、オペ
レータは、２回とも生（存）細胞数が所定数以上であるかどうかを確認する（Ｓ７０）。
生（存）細胞数が所定数以上になっていることが２回確認されるまで、測定を行う。測定
回数が所定回を超える場合には、処理を終了する（Ｓ６９）。生（存）細胞数が所定数以
上になっていることが２回確認できると、オペレータは、製造装置に設けられているＯＫ
ボタンを押す。ＯＫボタンを押すと、遠沈管１７に所定量の培地を添加し（Ｓ７１）てか
ら、遠沈管１７を遠心分離機２６に投入して遠心分離する（Ｓ７２）。遠沈管１７の上清
を所定量除去し（Ｓ７３）てから、２本の遠沈管１７のうちの一方の遠沈管１７に他方の
遠沈管１７の細胞含有液を入れる（Ｓ７４）。排出した側の遠沈管１７に洗浄液を入れて
細胞含有液が入った側の遠沈管１７に細胞含有洗浄液を入れる（洗浄）（Ｓ７５）。洗浄
を所定回行って（Ｓ７６）から、遠沈管１７に所定量の培地を添加し（Ｓ７７）て、遠沈
管１７を遠心分離機２６に投入し遠心分離する（Ｓ７８）。遠心分離後、遠沈管１７の上
清を所定量除去して液を混ぜる（撹拌する）（Ｓ７９）。オペレータは、遠沈管１７内の
細胞懸濁液の残量をカメラで撮像して制御装置Ｘに記憶させる（Ｓ８０）。次に、ピペッ
トで遠沈管１７内の液を混ぜて（撹拌して）（Ｓ８１）から、マイクロプレートに遠沈管
１７内から所定量の液を移す（Ｓ８２）。液を移した後、マイクロプレートに所定量の培
地を添加し希釈倍率を記憶する（Ｓ８３）。希釈倍率を記憶後は、マイクロプレートから
所定量の希釈溶液を別のマイクロプレートに移し（Ｓ８４）てから、マイクロプレートに
所定量の染色細胞液を添加して混ぜる（撹拌する）（Ｓ８５）。この後、マイクロプレー
トの所定量の液を血球計算盤に注入する（Ｓ８６）。オペレータは、カメラで撮像して生
（存）細胞数と死細胞数をカウントする（Ｓ８７）。このとき、オペレータは、生（存）
細胞が所定数以上になっているかどうかを確認する（Ｓ８８）。
【００４３】
　オペレータが、生（存）細胞が所定数未満であると判断した場合には、遠沈管１７内の
所定量の液をマイクロプレートに移し（Ｓ８９）てから、マイクロプレートに所定量の培
地を添加して混ぜる（撹拌する）とともに希釈倍率を記憶する（Ｓ９０）。次に、マイク
ロプレートから所定量の希釈溶液を別のマイクロプレートに移し（Ｓ９１）てから、希釈
液を入れたマイクロプレートに所定量の染色細胞液を添加して混ぜる（撹拌する）（Ｓ９
２）。続いて、マイクロプレートから所定量の液を血球計算盤に注入する（Ｓ９３）。オ
ペレータは、血球計算盤を顕微鏡２５の下で生（存）細胞数と死細胞数とをカウントして
記憶し（Ｓ９４）、ステップＳ９５へ移行する。
【００４４】
　オペレータは、ステップＳ８７における１回目のカウント時に、生（存）細胞が所定数
以上になっていると判断する（Ｓ８８の「Ｙｅｓ」）、又は、ステップＳ８９～Ｓ９４を
経ると、生（存）細胞数が所定数以上になっていることが２回確認される（Ｓ９６）まで
、所定回カウントを行う（Ｓ９５）。ステップＳ９５においてカウントが１回、またはス
テップＳ９６において生（存）細胞数が所定数以上になっていることが２回確認されない
場合はステップＳ８１に戻る。尚、測定回数が所定回を超える場合には、処理を終了する
（Ｓ９５）。生（存）細胞数が所定数以上になっていることが２回確認できると、オペレ
ータは、製造装置に設けられているＯＫボタンを押す。ＯＫボタンを押すと、濃度が所定
％以上になっているかを確認する（Ｓ９７）。濃度が所定％以上になっていない場合には
、濃度調整を行う。つまり、遠沈管１７を遠心分離機２６に投入し再遠心分離する（Ｓ９
８）。次に、遠沈管１７に所定量の培地を添加し（Ｓ９９）てから、遠沈管１７を遠心分
離機２６に投入し遠心分離（Ｓ１００）する。遠心分離後、遠沈管１７の上清を所定量除
去し（Ｓ１０１）て、濃度を所定％以上にする処理を終了する。
【００４５】
　濃度が所定％以上になっている場合又は濃度を所定％以上にする処理が終了すると、遠
沈管１７内が播種用細胞懸濁液量となるように培地を添加して混ぜる（撹拌する）（Ｓ１
０２）。次に、培地を懸濁容器に入れ（Ｓ１０３）てから、遠沈管１７内の所定量の播種
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用細胞懸濁液を懸濁容器に入れて混ぜる（撹拌する）（Ｓ１０４）。続いて、所定数の培
養容器１に懸濁容器の播種用細胞懸濁液を入れ（Ｓ１０５）た後、培養容器１内が所定量
の培地になるように培養容器１に培地を入れる（Ｓ１０６）。この後、オペレータは、顕
微鏡２５で培養容器１内に細胞が播種されていることを確認し、確認ができると、製造装
置に設けられているＯＫボタンを押す。ＯＫボタンを押すと、第１ロボットアーム６，７
を介して培養容器１をインキュベータ２に入れて培養を開始し（Ｓ１０７）、処理を終了
する。
【００４６】
　次に、第３処理を図１２～図１５のフローチャートに基づいて説明する。この場合も、
フローチャートにおいて確認、判断、記憶は、オペレータ又は制御装置Ｘが行い、その他
の操作は、第２ロボットアーム１０，１１，１２が行う。特記のない処理は、第２ロボッ
トアーム１０，１１，１２によって行うものとする。
【００４７】
　まず、第１ロボットアーム６，７を介して培養容器１をインキュベータ２から取り出し
（Ｓ１２０）、細胞が所定量増殖しているかどうかを確認し（Ｓ１２１）、増殖していな
い場合には、第１ロボットアーム６，７を介してインキュベータ２に培養容器１を戻す（
Ｓ１２２）。増殖している場合には、次に、培養容器１内の培地を除去し（Ｓ１２３）て
から、洗浄液を培養容器１内に注入する（Ｓ１２４）。続いて、培養容器１内の洗浄液を
回収する（Ｓ１２５）。この後、培養容器１内に細胞剥離液を注入する（Ｓ１２６）。そ
して、第１ロボットアーム６，７を介して培養容器１をインキュベータ２内に所定時間戻
し（Ｓ１２７）てから、第１ロボットアーム６，７を介して培養容器１をインキュベータ
２内から取り出し、オペレータは、細胞の剥離状態をカメラで確認する（Ｓ１２８）。オ
ペレータは、細胞が剥がれていると判断する（Ｓ１２９）と、製造装置に設けられている
ＯＫボタンを押す。そうでない場合、再び第１ロボットアーム６，７を介して培養容器１
をインキュベータ２内に所定時間戻す（Ｓ１２７）。ＯＫボタンを押すと、複数（ここで
は２つ）の培養容器１内の細胞含有剥離液を１本の遠沈管１７に入れ（集約し）（Ｓ１３
０）てから、２つの培養容器１内に所定量の洗浄液を入れる（Ｓ１３１）。添加後、培養
容器１内の洗浄液を遠沈管１７に入れて混ぜる（撹拌する）（Ｓ１３２）。次に、マイク
ロプレートに遠沈管１７内の所定量の液を移す（Ｓ１３３）。続いて、マイクロプレート
に所定量の染色細胞液を入れて混ぜて（撹拌して）（Ｓ１３４）から、マイクロプレート
内の所定量の液を血球計算盤に入れる（Ｓ１３５）。この後、オペレータは、カメラで撮
像して生（存）細胞数と死細胞数をカウントする（Ｓ１３６）。ステップＳ１３３～ステ
ップＳ１３６までの測定を２回以上行い（Ｓ１３７）、オペレータは、２回とも生（存）
細胞数が所定数以上であるかどうかを確認する（Ｓ１３８）。この確認は、生産できる細
胞の総数を確認するためである。この確認をした方がよいが、この確認を省略して、後の
ステップＳ１６２だけで済ませてもよい。生（存）細胞数が所定数以上になっていること
が２回確認されるまで、測定を行う。測定回数が所定回を超える場合には、処理を終了す
る（Ｓ１３７）。生（存）細胞数が所定数以上になっていることが２回確認できると、オ
ペレータは、製造装置に設けられているＯＫボタンを押す。ＯＫボタンを押すと、遠沈管
１７を遠心分離機２６に投入して遠心分離する（Ｓ１３９）。遠沈管１７の上清を所定量
除去し（Ｓ１４０）てから、オペレータは、遠沈管１７内の液量と生（存）細胞数をカメ
ラで撮像する。オペレータは、液量と生（存）細胞数を制御装置Ｘに記憶させる（Ｓ１４
１）。次に、複数本の遠沈管１７の細胞含有液体を１本の遠沈管１７に集める（集約する
）（Ｓ１４２）。このとき、細胞含有液体が集められた前記１本を除くそれぞれの遠沈管
１７に残っている細胞を１本の遠沈管１７に集めるために、各遠沈管１７に洗浄液を入れ
てから、それら細胞含有洗浄液を１本の遠沈管１７に入れる（洗浄）（Ｓ１４３）。この
洗浄を所定回行って（Ｓ１４４）から、遠沈管１７を遠心分離機２６に投入して遠心分離
する（Ｓ１４５）。遠心分離後、遠沈管１７の上清を所定量除去し（Ｓ１４６）、オペレ
ータは、遠沈管１７内の細胞懸濁液の残量をカメラで撮像して制御装置Ｘに記憶させる（
Ｓ１４７）。次に、遠沈管１７に所定量の凍結保存液を添加して混ぜて（撹拌して）（Ｓ
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１４８）から、遠沈管１７を遠心分離機２６に投入して遠心分離する（Ｓ１４９）。遠心
分離後、遠沈管１７の上清を所定量除去し（Ｓ１５０）、オペレータは、遠沈管１７内の
残液量をカメラで撮像して測定し、制御装置Ｘに記憶させる（Ｓ１５１）。続いて、遠沈
管１７に所定量の凍結保存液を添加し、オペレータはその添加量を制御装置Ｘに記憶させ
る（Ｓ１５２）。
【００４８】
　次に、オペレータは、遠沈管１７内の保存液中の溶剤（例えばＤＭＳＯ（ジメチルスル
ホキシド））の濃度が所定％以上になっているかどうかを確認する（Ｓ１５３）。遠沈管
１７内の濃度が所定％以上になっていない場合には、濃度調整を行う。つまり、遠沈管１
７に所定量の凍結保存液を添加して混ぜて（撹拌して）（Ｓ１５４）から、ステップＳ１
４９～ステップＳ１５２までの処理を行ってから次の処理に移る。遠沈管１７内の濃度が
所定％以上になっている場合、又は遠沈管１７に所定量の凍結保存液を添加して混ぜて（
撹拌して）（Ｓ１５４）から、ステップＳ１４９～ステップＳ１５２までの処理を行った
後には、ピペットで遠沈管１７内の液を混ぜて（撹拌して）（Ｓ１５５）から、マイクロ
プレートに遠沈管１７内から所定量の液を移す（Ｓ１５６）。液を移した後、マイクロプ
レートに所定量の希釈溶液を添加し希釈倍率を記憶する（Ｓ１５７）。希釈倍率を記憶後
は、マイクロプレートから所定量の希釈溶液を別のマイクロプレートに移し（Ｓ１５８）
てから、マイクロプレートに所定量の染色細胞液（例えばトリパンブルー）を添加して混
ぜる（撹拌する）（Ｓ１５９）。この後、マイクロプレートの所定量を血球計算盤に注入
する（Ｓ１６０）。オペレータは、カメラで撮像して生（存）細胞数と死細胞数をカウン
トする（Ｓ１６１）。このとき、オペレータは、生（存）細胞が所定数以上になっている
かどうかを確認する（Ｓ１６２）。この確認は、処理中に細胞が死する場合があることか
ら、最終の生存細胞数の確認と最終の製品容器に詰める際に必要となる液量を確定するた
めに濃度を確認するためである。
【００４９】
　オペレータが、生（存）細胞が所定数未満であると判断した場合には、遠沈管１７内の
所定量の液をマイクロプレートに移し（Ｓ１６３）てから、マイクロプレートに所定量の
洗浄液を注入して混ぜる（撹拌する）とともに希釈倍率を記憶する（Ｓ１６４）。次に、
マイクロプレートから所定量の希釈溶液を別のマイクロプレートに移し（Ｓ１６５）てか
ら、希釈液を入れたマイクロプレートに所定量の染色細胞液を添加して混ぜる（撹拌する
）（Ｓ１６６）。続いて、マイクロプレートから所定量の液を血球計算盤に注入する（Ｓ
１６７）。オペレータは、血球計算盤を顕微鏡２５の下で生（存）細胞数と死細胞数とを
カウントして記憶し（Ｓ１６８）、ステップＳ１６９へ移行する。
【００５０】
　オペレータは、ステップＳ１６１における１回目のカウント時に、生（存）細胞が所定
数以上になっていると判断する（Ｓ１６２の「Ｙｅｓ」）、又は、ステップＳ１６３～Ｓ
１６８を経ると、生（存）細胞数が所定数以上になっていることが２回確認される（Ｓ１
７０）まで、所定回カウントを行う（Ｓ１６９）。ステップＳ１６９においてカウントが
１回、またはステップＳ１７０において生（存）細胞数が所定数以上になっていることが
２回確認されない場合はステップＳ１５５に戻る。尚、測定回数が所定回を超える場合に
は、処理を終了する（Ｓ１６９）。生（存）細胞数が所定数以上になっていることが２回
確認できると、オペレータは、製造装置に設けられているＯＫボタンを押す。ＯＫボタン
を押すと、生（存）細胞数、生（存）細胞濃度、液量を制御装置Ｘに記憶させる（Ｓ１７
１）。続いてオペレータは、凍結する細胞数、凍結細胞濃度、分注量から作製できる凍結
する容器（製品容器９）の本数を算出し制御装置Ｘに記憶させる（Ｓ１７２）。そして遠
沈管１７に、最終状態である培養細胞製品の規定された凍結細胞濃度となる量の凍結保存
液を添加し、その添加量を制御装置Ｘに記憶させる（Ｓ１７３）。次に、遠沈管１７内の
液を混ぜて（撹拌して）（Ｓ１７４）から、遠沈管１７内の液を所定量ずつ容器（製品容
器９）に入れる（Ｓ１７５）。入れ終わったら、容器（製品容器９）に蓋をし（Ｓ１７６
）、オペレータは、蓋が閉まっているかどうかをカメラで確認（Ｓ１７７）する。尚この
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時点では、蓋はまだ仮止め状態である。ステップＳ１７７で蓋が閉まっていることが確認
されなかった場合はステップＳ１７６に戻る。容器（製品容器９）に液を入れる作業が所
定回数になったと制御装置Ｘが判断すると（Ｓ１７８）、処理を終了する。尚、入れ終わ
った容器（製品容器９）は、取出口１４からボックス２２内へ移動させる。ステップＳ１
７８で容器（製品容器９）に液を入れる作業が所定回数になったと制御装置Ｘが判断しな
かった場合はステップＳ１７４に戻る。
【００５１】
　尚、フローチャートには記載していないが、ボックス２２内へ移動された容器（製品容
器９）はオペレータによりボックス２２から出され、前記蓋のかしめ及びラベル貼付がな
されて培養細胞製品が完成する。この培養細胞製品は冷凍され、冷凍状態のまま流通する
（医療機関や研究機関に運ばれる）。
【００５２】
　前述した第３処理にて、製造装置は、培養容器１により培養された細胞を取り出す取り
出し工程（フローチャート記載のＳ１２０～Ｓ１４７に相当）と、前記取り出された細胞
が含まれる細胞含有液体における該細胞の密度を調整する細胞密度調整工程（同Ｓ１４９
～Ｓ１７１に相当）と、前記密度の調整がなされた細胞含有液体を複数の製品容器９へ小
分けして投入する小分け工程（同Ｓ１７５～Ｓ１７８に相当）とを実行して、培養細胞製
品を完成させる。尚、これら工程とフローチャート記載の各処理との関係はあくまでも一
例に過ぎず、前記対応関係に限定されない（以下の対応関係も同じ）。
【００５３】
　前記細胞密度調整工程の実行により、製造された培養細胞製品の品質を均一にできるた
め、製造された培養細胞製品は高品質（具体的には、培養細胞製品中の生（存）細胞の数
が均一であること）となる。
【００５４】
　また、前記細胞密度調整工程は、前記取り出し工程により取り出された複数の細胞の一
部又は全部を観察して生（存）細胞数を計数することを製造装置が支援する計数支援工程
（フローチャート記載のＳ１５５～Ｓ１６１、Ｓ１６３～Ｓ１６８に相当）と、前記計数
により得られた生（存）細胞数の数量に対応した量の保存液（凍結保存液）を、前記取り
出された細胞に添加する保存液添加工程（同Ｓ１７３に相当）とを含む。計数支援工程の
実行により、オペレータ等により行われる計数を製造装置の支援を受けて迅速に行うこと
ができる。そして、計数支援工程を経て得られた生（存）細胞数の数量により保存液の量
が決定される。よって、所定の生（存）細胞密度に調整された液体を迅速に得られる。
【００５５】
　また、前記小分け工程を実行するに先立ち、製造装置は、前記計数により得られた生（
存）細胞数の数量に基づいて製品容器９の数量を導出する容器数導出工程（フローチャー
ト記載のＳ１７２に相当）を実行する。この工程で、用意すべき製品容器９の数量が小分
け工程の前に定まるため、迅速に製品容器９への小分け投入を行うことができる。なお、
本実施形態では算出により製品容器９の数量が導出されていたが、計算によらない導出で
あってもよい。
【００５６】
　また、前記細胞密度調整工程の前と、前記小分け工程の前とに懸濁工程（フローチャー
ト記載のＳ１４８、Ｓ１７４に相当）が実行される。この懸濁工程は、前記細胞含有液体
を撹拌することにより、前記細胞が均等に分散した状態の懸濁液とする工程である。懸濁
工程を経た懸濁液は培養された細胞が均等に分散した状態となっているので、細胞密度調
整工程及び小分け工程にて取り出される生存細胞の密度を均一にできる。このため、培養
細胞製品の品質を均一化に寄与できる。
【００５７】
　尚、本発明に係る培養細胞製品の製造装置は、上記実施形態に限定されるものではなく
、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【００５８】
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　前記実施形態では、観察部８に２台のロボットアーム６，７を設け、処理部１３に３台
のロボットアーム１０，１１，１２を設けたが、観察部８に少なくとも１台のロボットア
ームを設け、処理部１３にも少なくとも１台のロボットアームを設けて実施することがで
きる。
【００５９】
　また、前記実施形態では、アイソレータ３を横長状のものから構成したが、正方形状や
円形状のものから構成してもよい。また、屈曲した形状で構成してもよい。
【００６０】
　また、前記実施形態では、細胞を観察するために顕微鏡１６，２５を用いたが、顕微鏡
に限定されず、観察対象の細胞をとらえた画像を拡大できる種々の画像拡大装置を用いる
ことができる。画像拡大装置を用いることにより、生（存）細胞数の計数を正確に行うこ
とができる。
【００６１】
　前記実施形態に関する構成と作用につき、以下にまとめて記載する。前記実施形態に係
る培養細胞製品の製造装置は、細胞培養容器１を収容するインキュベータ２と、内部を無
菌状態に維持でき、前記インキュベータ２から送られた細胞培養容器１を処理するための
アイソレータ３と、前記細胞培養容器１にて培養された細胞を小分けして投入するために
必要となる、製品容器９を含む複数種の容器等の物品及び試薬を前記アイソレータ３に搬
入可能なパスボックス４と、を備え、前記アイソレータ３は、前記インキュベータ２から
取り出した細胞培養容器１内の細胞の増殖度合いを確認すべく該細胞培養容器１を観察位
置まで移動させるための、１台又は複数台の第１ロボットアーム６，７を備える観察部８
と、前記観察部８に連設され、該観察部８で観察された細胞培養容器１のうちの所定数の
細胞を有する細胞培養容器１内の細胞を、前記パスボックス４から搬入された多数の製品
容器９に移し替えるための各種処理を行う、１台又は複数台の第２ロボットアーム１０～
１２を備える処理部１３と、前記移し替えた多数の製品容器９を取り出すための取出口１
４と、を備えていることを特徴とする。
【００６２】
　かかる構成によれば、観察部８と処理部１３とを分けることによって、第１ロボットア
ーム６，７で観察位置まで移動された細胞培養容器１内の細胞を観察している間でも、観
察部８から処理部１３に移動させた細胞培養容器１内の細胞を第２ロボットアーム１０～
１２で多数の製品容器９に移し替えるための各種の処理を行うことができ、迅速な処理が
行える。これにより細胞を大量に培養して培養した大量の細胞を小分けして多数の製品容
器９に投入し、取出口１４から取り出すことができる。
【００６３】
　また、前記実施形態に係る培養細胞製品の製造装置においては、前記処理部１３が、前
記第２ロボットアーム１０～１２により、前記第１ロボットアーム６，７から受け取った
細胞培養容器１に収容されている細胞含有液体を遠沈管１７に移し替える第１移し替え処
理手段と、前記第２ロボットアーム１０～１２により、前記遠沈管１７を遠心分離機２６
にかけて細胞と液体とを分離させる分離処理手段と、前記第２ロボットアーム１０～１２
により、前記分離手段で分離された液体の少なくとも一部を遠沈管１７から取り除いてか
ら、遠沈管１７に保存液を投入し、この状態で遠沈管１７内の所定数の細胞を前記多数の
製品容器９に移し替える第２移し替え手段と、を備えていてもよい。
【００６４】
　かかる構成によれば、処理部１３が、第１移し替え処理手段、分離処理手段、第２移し
替え手段を備えることによって、第２ロボットアーム１０～１２が細胞培養容器１から細
胞含有液体を遠沈管１７へ移してから所定数の細胞を多数の製品容器９に移し替えること
ができる。
【００６５】
　また、前記実施形態に係る培養細胞製品の製造装置においては、前記処理部１３が、前
記第２ロボットアーム１０～１２が前記インキュベータ２から取り出した細胞培養容器１
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アーム１０～１２が前記第１ロボットアーム６，７から受け取った前記細胞培養容器１が
備える蓋を開放して該細胞培養容器１内の培地を廃棄し、新たな培地を該細胞培養容器１
内に供給してから、該細胞培養容器１に蓋をして前記第１ロボットアーム６，７に戻すよ
うに構成されていてもよい。
【００６６】
　かかる構成によれば、第１ロボットアーム６，７で観察位置まで移動された細胞培養容
器１内の細胞を観察している間でも、観察部８から処理部１３に移動させた細胞培養容器
１を第２ロボットアーム１０～１２で培地交換処理することができる。
【００６７】
　また、前記実施形態に係る培養細胞製品の製造装置においては、前記第２ロボットアー
ム１０～１２は、前記複数種の容器が備える回転式の蓋を開閉するためのプログラムが記
憶されていてもよい。
【００６８】
　かかる構成によれば、第２ロボットアーム１０～１２で複数種の容器に備える回転式の
蓋を開閉することができるので、同一種類の容器にしなくても済み、培養細胞製品の製造
装置を容易に実現することができる。
【００６９】
　以上の如く、前記実施形態では、観察部８と処理部１３とを分けることによって、処理
スピードアップを図ることができるため、細胞を大量に培養して、大量に培養した細胞を
小分けして大量の培養細胞製品の生産が行える培養細胞製品の製造装置を提供することが
できる。
 

【図１】 【図２】
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